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平成３０年度 第７回あ さ ぎ り 町 農 業 委 員 会 総 会 議 事 録  

招 集 年 月 日 平成３０年９月１０日（月） 

招 集 の 場 所 あ さ ぎ り 町 役 場 ２ F 大 会 議 室 

開 閉 会 日 時 

及 び 宣 告 

開 会 平成30年9月10日 午後1時30分 会 長 杉下 和治 

閉 会 平成30年9月10日 午後2時35分 会 長 杉下 和治 

応（不応）招委員

及び出席並びに 

議 席 

番 号 
氏     名 

出欠等

の 別 

議 席 

番 号 
氏     名 

出欠等の 

別 

欠席委員 

出 席 ２４名 

欠 席  ２名 

○（出席） 

×（欠席） 

△（遅刻） 

１ 深松 守 ○ １４ 的射場 洋一 × 

２ 橋口 丈一 ○ １５ 石山 孝史郎 ○ 

３ 中村 金一 × １６ 落合 武士 ○ 

４ 村田 新一 ○ １７ 井手 久美子 ○ 

５ 吉田 利明 △ １８ 廣瀬 孝喜 ○ 

６ 城本 康志 ○ １９ 樅木 徹郎 ○ 

７ 藤本 勇二 ○ ２０ 濱田 定武 ○ 

８ 松本 廣幸 ○ ２１ 宮原 久子 ○ 

９ 上野 勇一郎 ○ ２２ 福永 高嗣 ○ 

１０ 恒松 純生 ○ ２３ 林田 樫臣 ○ 

１１ 豊永 安茂 ○ ２４ 平川  勇 ○ 

１２ 田崎 洋一郎 ○ ２５ 重信 洋一 ○ 

１３ 多田 喜一郎 ○ ２６ 杉下 和治 ○ 

議事録署名委員 １１番  豊永 安茂   １２番  田崎 洋一郎 

出 席 し た 

農業委員会職員 
事務局長 船津宏   課長補佐 山本祐二   参事 大岩亜記 

議 事 日 程 

 

日程第１ 会議録署名委員の指名 

日程第２ 報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

日程第３ 報告第２号 許可不要転用届について 

日程第４ 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について 

日程第５ 議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請について 

日程第６ 議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請について 

日程第７ 議案第４号 農地利用集積計画（第８回）の決定について 

日程第８ 議案第５号 農地利用最適化推進に関する指針の策定について 
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開会午後１時３０分 

●農業委員会事務局長（船津 宏君）  それでは開会いたしますので、御起立ください。礼。 

◎農業委員会会長（杉下 和治君）  皆さんこんにちは。先月は総会を欠席しまして、申し訳ありませんでし

た。青森の方の研修先を見つけてきましたので、もし来年の候補に上がればいいなと思いますので、よろし

くお願いします。それではただいまより、会議を開きます。ただいまの出席委員は２４名です。的射場委員

と中村委員より、欠席届が出ております。あさぎり町農業委員会第７回総会を開会いたします。ただいまか

ら本日の会議を開きます。本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

 日程第1 会議録署名委員の指名  

◎農業委員会会長（杉下 和治君）  日程第１、会議録署名委員の指名を行います。本会議の会議録署名委員

は、あさぎり町農業委員会会議規則第１７条の規定によって、１１番豊永安茂委員、１２番田崎洋一郎委員

を指名いたします。 

 日程第２ 報告第1号   

◎農業委員会会長（杉下 和治君）  日程第２、報告第１号、農地法第１８条第６項の規定による、通知につ

いての報告を行います。事務局の報告を求めます。 

●農業振興課課長補佐（山本 祐二君）  はい、それでは報告いたします。資料２ページ目左側をご覧下さい。

今回は、３件の合意解約となっております。解約理由について、申請番号５６番が所有権移転のため、５７

番、５８番が一時転用のためとなっております。以上、報告を終わります。 

 日程第３ 報告第２号   

◎農業委員会会長（杉下 和治君）  日程第３、報告第２号、許可不要転用届についての報告を行います。事

務局の報告を求めます。 

●農業委員会事務局長（船津 宏君）  はい、許可不要転用届１件について報告いたします。資料は２ページ

右側から、４ページ左側までになります。申請番号５番について、町内の個人の方で地目現況は田、一筆で、

面積は３９５㎡のうち６０㎡。３ページ右側地図にありますように、田の東側に北側の田への搬入路として

使用するものです。現地は開墾地区集落の北側、主要地方道多良木相良線のあさぎりホームから、南に約５

００メートルの場所に位置します。申請地の北側農地への通路が西側に一部あるものの、高低差があり溝な

どもあるために、農機具等の搬入が困難なため、今回東側一部を転用して、搬入路とするものです。周囲へ

の影響等はないと考えられ、６０㎡であることから許可不要と判断いたします。以上、報告を終わります。 

 日程第４ 議案第１号   

◎農業委員会会長（杉下 和治君）  日程第４、議案第１号、農地法第３条の規定による許可申請についてを

議題といたします。事務局の説明を求めます。 

●農業委員会事務局長（船津 宏君）  はい、農地法第３条の許可申請について説明いたします。資料は４ペ

ージ右側からになります。今回は、所有権移転１件の審議をお願いいたします。申請番号１３番ですが、資

料５ページから９ページ左側にかけて、譲渡人、譲受人はともに町内の個人の方です。７月に申請地の一部

を許可不要届を出されており、ヤギ飼育の簡易な小屋を設置されています。移転する土地としましては一筆

で、地目は台帳・現況ともに田。面積が１,５４７㎡となっております。移転する契約としましては所有権

移転で、反当たり６５万円です。譲受人は、申請地の一部をヤギの飼育小屋、残地をヤギ飼育の放牧地とし

て使用される予定です。以上、農地法第３条第２項各号に該当しないため、許可要件を満たしているものと

考えます。審議方よろしくお願いいたします。 

◎農業委員会会長（杉下 和治君）  はい、事務局の説明が終わりました。午前中に農地調査班第５班の現地

調査がありましたので、申請番号１３番については、２番委員の橋口委員より、報告をお願いします。 
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○２番委員（橋口 丈一君）  はい、報告します。資料は４ページの右から、９ページの左まででございます。

譲渡人と譲受人は、同じ地区の方でございます。所在地はですね旧深田中学校、この南側です。球磨川との

ちょうど中間地点に、面積が１,５４７㎡の長い田んぼがございます。そこに規模拡大ということで、ヤギ

の飼育をされております。簡易な小屋が作ってあるようでしたので、もうヤギもかなり入っておりました。

譲受人の方は非常に、菖蒲祭りの関係のときもですね、ヤギを菖蒲のところまで連れて行って子供たちに触

らせたりしているような、非常な献身的なやる気のある方です。年は７３歳ですが、非常に頑張っていらっ

しゃいます。そういうことで、審議方よろしくお願いしたいと思います。 

◎農業委員会会長（杉下 和治君）  議案第１号、農地法第３条の規定による、許可申請についての説明及び

現地調査報告が終わりました。申請番号１３番の案件について、質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎農業委員会会長（杉下 和治君） 質疑なしと認めます。これから、申請番号１３番の案件について、採決

します。許可することに、賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

◎農業委員会会長（杉下 和治君）  はい、全員賛成です。したがって、申請番号１３番の案件については、

許可することに、決定しました。 

 日程第５ 議案第２号   

◎農業委員会会長（杉下 和治君）  日程第５、議案第２号、農地法第４条の規定による許可申請についてを、

議題とします。事務局の説明を求めます。 

●農業委員会事務局長（船津 宏君）  はい、農地法第４条の許可申請について説明をいたします。資料は９

ページの右側からになります。今回は２件の審議をお願いいたします。申請番号１番ですが、資料は１０ペ

ージから１３ページになります。申請者は町内の個人の方で、転用する土地としましては、一筆で、地目現

況ともに田です。転用面積が、３,０１２㎡のうち３５８㎡となっております。転用する目的としましては、

堆肥舎と用土置き場です。申請地は農業振興地域整備計画の農用地区域内で、１１ページに大きな地図と、

それから１２ページに拡大した地図があります通り、申請地の東側の一部を、農業用施設用地としての変更

届を、昨年の１１月に済まされております。１２ページ右側の始末書にありますように、既設の設備であり

まして、昭和６２年８月にですね農地法等の法的な知識がなく、当時設置してしまったとの経緯があります。

盛り土造成して、コンクリート張りの上に堆肥舎の骨組みもつくられて、今も骨組みは残っておるところで

す。イチゴ生産のための用土の調整と、堆肥置き場として使用しているということです。農用地の変更届等

の手続も済まされておりますので、審議方よろしくお願いいたします。以上で説明終わります。次に、申請

番号２番ですが、資料は１４ページから２１ページの資料になります。申請者は町内の個人の方で、転用す

る土地としましては、２筆あります。地目は、台帳・現況ともに田で、面積が合計で、２,５１７㎡の転用

となっております。転用する目的は、太陽光発電施設設置によるものです。申請地は農用地区域外で、１６

ページの図面にありますように、県道であります主要地方道多良木相良線の沿道で、その周囲を宅地に囲ま

れた、生産性の低い第２種農地に該当します。申請人は、地球温暖化防止対策の一つとして、再生可能エネ

ルギー事業で貢献したいとの意向で、周囲の農地への影響もなく、申請に必要な関係書類も添付されており、

許可相当相当と判断しました。以上で説明終わります。審議方よろしくお願いいたします。 

◎農業委員会会長（杉下 和治君）  事務局の説明が終わりました。午前中に、農地調査班第５班の現地調査

がありましたので、まず、申請番号１番については、１３番委員の多田委員、申請番号２番については、８

番委員の松本委員より報告をお願いします。 
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○１３番委員（多田 喜一郎君）  ページはですね、私のほうの説明はずっとありましたけど、地図としては、

１１ページですね。大きな地図でありますが、深田の古町橋を渡って、左に行ったところですね。大きな地

図は１２ページに、記してあります。右側のほうがですね、作ってあると。今説明ありましたように、昭和

６２年にもう既に造ってあるわけですね。それがこの始末書によれば、そういう知識がなかったために、許

可は必要ないというふうに、考えてしまってたということで、今後このようなことがないように注意します。

ということで始末書が出てます。これはだからその右１３ページに、農業振興地域整備計画ですね、これの

変更届けが出されて、昨年の１１月に一応その申請が出されてですね、これが届出が許可をされているとい

うところがあります。それに基づいて、今回、この変更手続が出されたところです。非常にこんなのがです

ね遅れるということそのものが、正しい事ではありませんけども、遅ればせながら始末書を添えて、許可申

請をお願いしたいということが来ましたので、こういうふうに調査しましたが、今のところ相当周りの田ん

ぼにも、特別に御迷惑かけるような状況にはなってない、というふうに考えられますので、適当かというふ

うに思います。審議方よろしくお願いいたします。以上です。 

○８番委員（松本 廣幸君）  ８番の松本です。議案２号の２番について説明します。ページは９ページと、

１４ページから２１ページになります。場所は、ページ１６のところにありますけど、岡原熊野地区になり

ます。南稜高校前の県道多良木相良線を多良木奥野の方面へ行きますと、球磨設備が左側にありまして、そ

の手前県道右側になります。県道沿いですね。田の現況はコシヒカリを刈った後に代あけをして、整地して

ありました。周りの状況は、調査書にも書いてありましたとおり、県道や宅地に囲まれていて、田畑への影

響はないと思われます。審議方よろしくお願いします。 

◎農業委員会会長（杉下 和治君）  農地法第４条の規定による、許可申請についての説明及び現地調査報告

が終わりました。まず、申請番号１番の案件について質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎農業委員会会長（杉下 和治君）  質疑なしと認めます。これから、申請番号１番の案件について採決しま

す。許可することに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

◎農業委員会会長（杉下 和治君）  はい、全員賛成です。したがって許可することに、決定しました。次に、

申請番号２番の案件について質疑を行います。質疑ありませんか。 

○１２番委員（田崎 洋一郎君）  １２番田崎です。太陽光設置されるということですが、少し前まで太陽光

といえば、山間地のあたりでするのが普通だったんですが、今宅地の真ん中に、結構ありますが、周りの宅

地に対しての、配慮というか、例えば光の反射の害とかいうのはちゃんと考慮されてるんですか。 

●農業委員会事務局長（船津 宏君）  えーとですね、農業委員会の転用の案件としてはですね、農用地区域

その農地が転用した場合に、第１種農地となる場合には、太陽光の設置はできないということになってるん

ですが、第２種もしくは第３種農地の場合には、太陽光設備の設置が可能と田畑への影響がない、という判

断は行うところなんですけれども、転用した後にですね、太陽光設備が宅地とか周りの田畑でないところへ

対する影響っていうことに関しては、農業委員会の転用の基準としては、特段その御心配のようなところに

ついて、指導ができる機関ではないことになるので、あとはその転用される方と、それからその事業を実施

される事業者、今回の場合はソーラーの方の事業者さんですかね。設置事業者さん、そちらの方と十分協議

をして頂いて、後の対応をして頂くということになるかと思いますので。現地調査のときにもですね、今の

ような御心配の声がありましたので、転用の手続を、許可証をですね発行するときに、所有者さん、本人さ

んにその意見があったということは、一応申し添えはしたいと思っております。 

○１２番委員（田崎 洋一郎君）  はい、分かりました。 
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◎農業委員会会長（杉下 和治君）  ただいま吉田委員が、来られました。ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎農業委員会会長（杉下 和治君）  質疑なしと認めます。これから、申請番号２番の案件について採決しま

す。許可することに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

◎農業委員会会長（杉下 和治君）  はい、全員賛成です。したがって、申請番号２番の案件については、許

可することに決定しました。 

 日程第６ 議案第３号   

◎農業委員会会長（杉下 和治君）  日程第６、議案第３号、農地法第５条の規定による許可申請についてを

議題とします。事務局の説明を求めます。 

●農業委員会事務局長（船津 宏君）  資料は、２２ページからになります。まず、申請番号９番ですが、資

料は２２ページ右側から３１ページの左側にかけてになります。譲り渡し人、譲受人は、ともに町内の個人

の方で、転用する土地としましては一筆、地目は、台帳・現況ともに畑で、転用面積が２,７６９㎡となっ

ております。場所は、２８ページの右側に１万分の１の地図をつけておりまして、その右側２９ページに、

拡大したものを載せております。ここの２８８６の１３ですね。この申請建物と書いてあるところに、畜舎

を建設されまして、残りの用地については、サイロの置き場或いは放牧地として利用の予定となっておりま

す。申請地については、２８ページの地図でもわかりますように、農業振興地域整備計画の農用地区域内で

すが、３１ページの左側にあります通り、農業用施設用地としての届け出を既に済ませてありまして、申請

地の北側に牛舎を建築して、施設の排水等については、先ほどの２９ページの地図にありますように、施設

内排水は農地への還元、雨水の排水は、自然還元と配水路設置Ｕ字溝を西側と北側に設置をして、東側にあ

る用水路のほうに排水、ということになっております。悪臭やハエ等の対策も十分な対応を行い、周囲への

影響がないように配慮するということです。この排水て書いてあるのは、雨水のみということですので御理

解ください。ということで許可相当と判断をしております。次に、申請番号１０番ですが、３１ページ右側

から４６ページになります。譲り渡し人は町内の個人の方、譲受人は郡内の法人建設会社さんです。３２ペ

ージの右側に、砂利採取の事業計画書を載せておりますけれども、砂利採取による一時転用でありまして、

砂利採取につきましては１年間の賃貸借と、一部搬入路の一時転用も含まれておりますけれども、搬入路の

方につきましては６ヶ月の使用貸借となっております。転用する土地としましては６筆で、地目は台帳・現

況とも田となっております。転用面積は６,２６９.１４㎡となっております。資料がですね、３３ページか

ら３４ページの左側にかけてが賃貸借契約書、それから３４ページ右側が砂利採取に関する町の意見書、３

５ページが錦町土地改良区木上溝ですかね、の意見書。それから３５ページが、農用地区域内の証明と、３

６ページが建設会社さんの法人の履歴事項、それから定款の一部抜粋をつけております。３６ページ右側の

印紙が張ってある写しですね、最終計画認可申請書。こちらがですね、砂利採取に関しては熊本県のほうに

直接砂利採取の認可申請が必要ですので、ここから３７ページ、３８ページ、４２ページまでですね。が、

県の方に提出されている砂利採取認可申請書の写しとなっております。４４ページの地図を見ていただきま

して、４４ページの地図に砂利採取予定地と書いておりますけれども、今回の申請地での砂利採取を、１年

間行って半年後には、この予定地の北側、搬入路と書いてあるところあたりの、ここが２筆あるんですけれ

ども、こちらも砂利採取の予定がありまして、その際には、半年後に同様の一時転用の申請がなされる予定

となっています。このため、砂利採取予定については賃借なんですけれども、搬入路の部分については、半

年後に砂利採取で賃借されるために、搬入路部分については今回は無償貸借での一時転用ということとなっ

ております。申請地につきましては、農業振興地域整備計画の農用地区域内でありますけれども、砂利採取
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及び土壌改良による一時転用であること。それから、周辺農地への影響も十分に配慮されていることから、

許可相当と判断しております。以上で説明終わります。 

◎農業委員会会長（杉下 和治君）  事務局の説明が終わりました。午前中に農地調査班第５班の現地調査が

ありましたので、まず、申請番号９番について、２番委員の橋口委員。申請番号１０番については、１３番

委員の多田委員より報告をお願いします。 

○２番委員（橋口 丈一君）  はい、橋口です。資料は、２２ページから３１ページまでです。場所はですね、

上地区のもと養豚団地がありました。そこの道を隔てた西側一帯です。現況は畑で、親子による使用賃貸と

いうことで、２,７６９㎡のうちの３８８㎡が、牛舎を建設するということでございます。この回りはです

ね、ほとんどこの方の所有地でございますので、特別に臭気とかなんかで、迷惑をかけるというようなこと

はないかと思いました。審議方よろしくお願いいたします。 

○１３番委員（多田 喜一郎君）  １３番多田です。申請番号２番について御説明いたします。大量の説明が、

地図がありますので、様式が。３１ページから４０ページ、４６ページまでなりますけど、場所は、もう今

に言われましたように４４ページ４５ページで、明らかになりますように、深田中学校のすぐそば、元深田

中学校のすぐそばです。搬入路がないもんだからですね、ちょっと狭くて。ここで仮の搬入路を作って、こ

の砂利採取場、３件分の６筆ですかね、６筆になります。砂利を採取するということで申請が出されてます

けども、回りの状況から見て迷惑をかけないようにするということですね、申請も上がってまして。この近

くでも大体砂利が大分出て私のところも、すぐ近くだったんですが、万全な体制をとってから、砂利採取が

毎回行われてますので、この通りに行っていただければ問題ないのかなというふうに思っております。以上、

審議方よろしくお願いいたします。 

◎農業委員会会長（杉下 和治君）  議案第３号、農地法第５条の規定による許可申請についての、説明及び

現地調査報告が終わりました。申請番号９番の案件について、質疑を行います。質疑ありませんか。 

○１９番委員（樅木 徹郎君）  ちょっとお尋ねしますけれども、既存の水路にですね、排水工をつなぐとい

うのは、計画だと思いますけれども、このよくあるんですけども、どうしてもですね、雨が降ったりとかい

ろいろあったときにですね、のこくずが流れ込んだりとか、ただ雨水だけっていう説明でしょうけれども、

実際はですね、やはりそういうことでいろんな下流の田畑に、そういう畜舎からの鋸屑が流れ込んだりとか、

堆肥の汁が流れ込んだりという、ちょっと苦情が出ております。聞いています。そういうことでですね、こ

ちらの建物に関してはですね、排水工も設けてない訳ですよね。たまたま、今度の申請地が重なる、近くと

いうことで真ん中に溝を引かれるようですけれども、水路にですね繋いでいいものかどうかですね、お尋ね

したいと思います。 

●農業委員会事務局長（船津 宏君）  補足ですが、２５ページにですね左側事業計画書の５番の、給排水計

画というのを掲載をしております。この５．給配水計画の２番目から排水関係について記載があるんですけ

れども、基本的に施設の排水については、バキュームにより農地に還元をすると。それから、育成舎につき

ましては、わら、鋸屑を敷いて堆肥舎に一時貯留をし、農地に還元。ですが、ほかの施設、敷地に流出がし

ないように管理をして、その分がＵ字溝を通して、排水路のほうに流すというふうな説明というか、解釈を

しております。ですので、今、御指摘の施設の中の排水については、基本的には、バキュームをしたり一時

貯留をしたりして、堆肥舎とか、自然還元というか、農地のほうに還元をして行うという考え方は、持って

おられるっていうことですので、一応、補足としては、そこまでお話させてください。 

○１９番委員（樅木 徹郎君）  これ要するに用水路にですねつなぐということは、ちょっとこうひっかかる

んですけども。下には田畑があるんですよね。西の方にそのまま流すというか、畑の方に自然水が流れてい

きよったでしょう、今までは。それではいかんとですか。 



- 7 - 

◎農業委員会会長（杉下 和治君）  すいません。総会を止めて、全員協議会に変えて行います。 

＜全員協議会へ切り替え＞ 

 

＜本会議にもどる＞ 

◎農業委員会会長（杉下 和治君）  全員協議会を本会議に戻します。申請番号９番の案件について質疑を行

います。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎農業委員会会長（杉下 和治君）  質疑なしと認めます。それでは、申請番号９番の案件について、採決を

いたします。許可することに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

◎農業委員会会長（杉下 和治君）  はい、全員賛成です。続きまして、申請番号１０番の案件について質疑

を行います。質疑ありませんか。ありませんか。 

●農業委員会事務局長（船津 宏君）  補足ですけれども、この案件につきましては砂利採取ということと、

３,０００㎡以上の審議案件ということで、今回、許可を頂きますと県の方に上げまして、９月２０日の熊

本県の方の常設会議で、再度審議があるっていうことは申し添えておきます。砂利採取の方ですね。以上で

す。 

◎農業委員会会長（杉下 和治君）  質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎農業委員会会長（杉下 和治君）  質疑なしと認めます。これから申請番号１０番の案件について採決しま

す。許可することに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

◎農業委員会会長（杉下 和治君）  はい、全員賛成です。したがって、申請番号１０番の案件については、

許可することに決定しました。 

 日程第７ 議案第４号   

◎農業委員会会長（杉下 和治君）  議案第４号、農用地利用集積計画第９回についてを議題とします。事務

局の説明を求めます。 

●農業振興課課長補佐（山本 祐二君）  はい。それでは、利用権設定に係る分について説明いたします。資

料は４８ページからごらんください。申請番号３１６番、３１７番は、期間満了に伴う賃貸借権の再設定で

す。申請番号３１８番は、期間満了に伴う使用貸借権の再設定です。申請番号３１９番は、新規の賃貸借権

の設定です。申請番号３２０番、３２１番は、期間満了に伴う転貸による賃貸借権の再設定です。申請番号

３２２番は、新規の農地中間管理事業による、貸借設定です。続きまして、所有権移転に係る分について説

明します。資料は４９ページです。申請番号５４番、５５番は、相手方の要望により、熊本県の農業公社が

買い入れするものです。申請番号５６番、５７番は、公社が買い入れた土地を売り渡すものです。次に、売

買価格です。申請番号５４番の買い入れ価格は、１０アール当たり８０万円です。申請番号５５番の買い入

れ価格は、１０アール当たり６６万６,６６７円です。申請番号５６番の買い入れ価格は、１０アール当た

り７１万４,０００円です。申請番号５７番の買い入れ価格は１０アール当たり、２７万９,０２８円です。

以上の件については、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると考えております。

５０ページから５３ページにかけて、申請地位置図、利用権設定等状況一覧表と農用地利用集積計画総括表

を載せております。なお、申請地図は５４番、５５番農地のみ掲載しております。以上、説明を終わります。 
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◎農業委員会会長（杉下 和治君）  議案第４号、農用地利用集積計画第９回についての説明が終わりました。

質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎農業委員会会長（杉下 和治君）  質疑なしと認めます。これから議案第４号、農地を利用集積計画、括弧

第９回について採決します。本案は原案のとおり、決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

◎農業委員会会長（杉下 和治君）  はい。全員賛成です。全員賛成ですので、したがって本案は原案のとお

り決定しました。 

 日程第８ 議案第５号   

◎農業委員会会長（杉下 和治君）  続きまして、議案第５号、農地等の利用の最適化の推進に関する指針の

策定についてを議題とします。事務局より説明をお願いします。 

●農業委員会事務局長（船津 宏君）  はい、資料は５４ページからになります。総会の通知の際にはですね、

議案第４号までしか考えてなかったんですけれども、この議案第５号、農地等の利用の最適化の推進に関す

る指針の策定、がですね、９月中に策定をするということで、県の方に報告をしておりましたことと、これ

を策定をしないと農地利用最適化交付金の交付条件としないというものがありましたので、先々月からです

ね、５４ページから掲載しておりますあさぎり町農業委員会農地等の利用の最適化の推進に関する指針とい

うことで、案をお示ししておいたところです。文章等については、以前説明したとおりとなっておりまして、

一応確認ですけれども、５４ページ右側から、具体的な目標と推進方向について、新たな農業委員会での農

地利用最適化の推進については、三つの大きな施策といいますか、業務が求められております。最初が１番

の遊休農地の発生防止解消について、それから２番目が農地利用の集積集約化について、が５５ページです

ね。それから３番目が、５６ページにあります３．新規参入の促進についてということです。文章について、

それから表の中の数値について前々回だったかと思いますけれども、御説明をしていると思います。５４ペ

ージの右上、遊休農地の解消目標については、現在遊休農地面積が２０.１ヘクタールのところを、この指

針上での数値としては、３５年にはゼロとするという全国目標がある関係で、これにあわせて、５年後をゼ

ロ、３年後をその半分程度の数値ということで、こういうデータを入れているということを御理解ください。

あくまで目標です。続いて５５ページの表についてですけれども、担い手への農地利用集積目標についても、

現状のデータは３０年３月のものですが、農林水産業地域の活力創造プランの政策目標で、集積率を８０％

にしなさいっていうものがあるので、現況の７１.２３％を８０にするには、こういう数値の目標を掲げま

すということで、あくまで指針上のものであります。下の担い手の育成・確保の数値についても同様の考え

方、それから５６ページの新規参入者数の個人・法人の数値についても、そのような考え方で、あくまで指

針目標として、このような数値を入れているということを御理解いただきまして、今回、県の方に報告する

この最適化の推進に関する指針については、御審議の上、御承認いただいて、県のほうに報告の運びとした

いと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

◎農業委員会会長（杉下 和治君）  質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎農業委員会会長（杉下 和治君）  質疑なしと認めます。これから、議案第５号の農地等の利用の最適化の

推進に関する指針の策定について採決します。賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 
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◎農業委員会会長（杉下 和治君）  はい、全員賛成です。したがって、本案は原案のとおり決定しました。

これで本日の日程はすべて終了しました。会議を閉じます。平成３０年度あさぎり町農業委員会第７回総会

を閉会いたします。 

●農業委員会事務局長（船津 宏君）  起立願います。礼。 

閉会 午後２時３５分 
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